最上町ゼロカーボンシティ推進事業
地域裨益型太陽光発電設備等導入補助金 公募要領
第1 趣旨
この公募要領は、最上町ゼロカーボンシティ推進事業地域裨益型太陽光発電設備等導入補助金交付要綱に基づき、町内における地域裨益型太陽光発電設備及び営農型太陽光発電設備の導入を促進するため、補助対象事業の募集、申請、審査、採択、交付決定その他必要な事項を定めるものとする。
第2 目的
本事業は、町内の民有地、遊休地、未利用地又は農地を活用した太陽光発電設備の導入を支援することにより、再生可能エネルギーの地産地消、地域防災力の向上、遊休地及び農地の適正活用、地域経済循環の促進及び地域課題の解決を図ることを目的とする。要綱第1条及び第2条の定義に基づき、地域裨益性を伴う事業を支援対象とする。
第3 公募区分
公募区分は次の2区分とする。
1 民有地・遊休地活用型
町内の民有地、遊休地、未利用地、遊休化した事業用地その他町長が適当と認める土地において、地域裨益型太陽光発電設備を導入する事業。要綱第7条の要件を満たすものに限る。
2 営農型
農地において営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する事業。要綱第8条の要件を満たすものに限る。
第4 公募期間
　第１次公募
1. 受付開始日　　　令和８年６月　８日
2. 受付締切日　　　令和８年６月２６日
3. 事前協議期限　　令和８年６月１９日
4. 質問受付期限　　令和８年６月１９日
5. 質問回答公表日　令和８年６月２２日
6. 審査予定日　令和８年６月２９日から令和８年６月３０日まで
7. 採択結果通知予定日　令和８年７月２日
2　申請は、事前協議を完了した者に限り受け付ける。要綱第5条により、交付申請前の事前協議が必須である。
3　予算額に達しない場合であっても、町長は審査の結果、不採択とすることがある。
第5 補助対象者
補助対象者は、要綱第4条に定める者とする。具体的には、次のいずれかに該当する者とする。
1. 町内に事業所又は住所を有する個人事業主、農業者、法人又は農業法人
2. 町外事業者であっても、町内に補助対象設備を設置し、かつ町内需要家への供給その他地域裨益を確実に実施する者
3. 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
2　次のいずれかに該当する者は対象外とする。
(1) 町税等を滞納している者
(2) 暴力団等反社会的勢力に該当する者又は関与する者
(3) 同一設備について国その他の補助金と重複受給する者
(4) 必要な許認可、届出又は契約見込みがない者
(5) その他町長が不適当と認める者 
第6 補助対象事業の要件
1 共通要件
補助対象事業は、要綱第6条に定める共通要件を満たすものとする。特に次の事項を満たすこと。
1. 関係法令を遵守していること
2. 維持管理計画及び撤去計画を有すること
3. FIT又はFIP認定を取得しないこと
4. 自己託送を行わないこと
5. 発電した電力に紐づく環境価値を町内需要家に帰属させること
6. 余剰電力が生じ、町内需要家で消費できずに売電する場合は、売電により得られた収入を補助対象設備の維持管理又は更新のための費用に充てるものとし、売電量、売電収入および当該収入の使途を帳簿により適切に管理すること
7. 安全性及び周辺環境に配慮した計画であること
8. 事業全体の費用効率性について、国実施要領に定める基準である25万円/t-CO2以内を満たすこと。なお、基準を超える部分がある場合は、当該部分を補助対象経費から除外するものとする
9. 導入設備が商用実績を有すること
10. 国実施要領別紙2の要件及び交付要件を満たすこと
11. 本事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、法定耐用年数を経過するまでJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
2 民有地・遊休地活用型の個別要件
要綱第7条に定める要件を満たすこと。特に、地権者同意、地域説明又は地元関係者との協議、除草・廃棄・撤去・資金計画、地域裨益のいずれかの具体化が必要である。
3 営農型の個別要件
要綱第8条に定める要件を満たすこと。特に、農地法に基づく一時転用許可等、営農継続、営農計画、作付け計画、収支計画、農業機械動線、地域農業への寄与が必要である。
第7 補助率及び補助上限額
補助率及び補助上限額は、要綱第10条に基づき、次のとおりとする。
1. 民有地・遊休地活用型
　補助対象経費の2分の1以内
　1件当たり上限 15,000千円
2. 営農型
　補助対象経費の2分の1以内
　1件当たり上限 10,000千円
2　補助金額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
第8 補助対象経費
補助対象経費は、要綱第9条のとおりとし、原則として次の経費を対象とする。
1. 設計費
2. 設備費
3. 工事費
4. 接続関連工事費
5. 遠隔監視装置費
6. 非常用コンセント費
7. 表示設備費
8. その他町長が必要と認める経費
2　次の経費は対象外とする。
(1) 土地取得費
(2) 造成費のうち必要最小限を超えるもの
(3) 維持管理費、保守費、通信料その他経常的経費
(4) 租税公課、振込手数料
(5) 既存設備の単純更新で追加的CO2削減効果が認められないもの
(6) その他町長が不適当と認める経費 
第9 事前協議
申請予定者は、申請前に町と事前協議を行わなければならない。
2　事前協議では、少なくとも次の事項を確認する。
(1) 事業スキーム
(2) 設置場所
(3) 地域裨益の内容
(4) 電力供給先又は需要家
(5) 許認可の見込み
(6) 事業スケジュール
(7) 補助対象経費の考え方
(8) 国交付要件適合性
3　事前協議の結果、町は必要に応じて申請内容の修正を求めることができる。
第10 提出書類
申請者は、交付申請時に次の書類を提出するものとする。
1 共通書類
1. 交付申請書
2. 事業計画書
3. 事業収支計画書
4. 補助対象経費内訳書
5. 見積書又はこれに準ずる書類
6. 位置図、配置図、設備図面、単線結線図
7. 設備仕様書、カタログその他商用実績が確認できる資料
8. CO2削減効果算定書
9. 維持管理計画書
10. 撤去・廃棄計画書
11. 地権者同意書。ただし、申請者が土地所有者である場合は、土地所有状況が確認できる書類をもって代えることができる
12. 地域説明又は関係者協議の実施記録
13. 町税等の納税確認書類又は納付状況を確認することへの同意
14. 暴力団排除に関する誓約書
15. 環境価値の帰属及び余剰電力収入の使途が確認できる契約書案又は説明資料
16. その他町長が必要と認める書類
2 民有地・遊休地活用型の追加書類
1. 電力供給先との基本合意書、契約書案又は意向確認書
2. 防災機能の内容が分かる資料
3. 除草計画書
4. 景観、防災、排水、反射光等への配慮を示す資料
5. 地域還元内容が分かる資料
3 営農型の追加書類
1. 農地法に基づく一時転用許可申請書の写し又は許可書の写し
2. 営農計画書
3. 作付け計画書
4. 収支計画書
5. 農業機械の動線図
6. 作業体制表
7. 販売計画書
8. 営農主体と発電主体が異なる場合はその契約関係書類
9. 営農継続及び収量報告に関する誓約書
第11 審査方法
申請案件は、書類審査により採点し、必要に応じてヒアリング審査を実施する。
2　予算額を超える申請があった場合は、審査基準に基づく合計点の高い順に採択候補者を決定する。要綱第10条第3項に基づき採択順位を決定する。
3　町長は、審査の結果、条件付き採択、不採択又は再提出要請を行うことができる。
第12 審査基準
審査は100点満点を基本とし、次の基準により行う。
1 事業実現性 20点
1. 資金計画の妥当性 8点
2. 実施体制・保守体制 6点
3. 事業スケジュールの確実性 6点
2 国要件適合性 15点
1. FIT/FIP・自己託送・環境価値帰属等の適合性 5点
2. CO2削減効果・費用効率の妥当性 5点
3. 許認可・法令適合性 5点
3 地域裨益性 30点
1. 町内需要家への電力供給又は環境価値帰属の明確性 10点
2. 防災機能 5点
3. 地域還元・地権者還元 5点
4. 地元施工・地元保守の活用 5点
5. 地域環境保全・持続的発展への寄与 5点
4 技術性・安全性 15点
1. 設備計画の妥当性 5点
2. 維持管理・監視・撤去計画の妥当性 5点
3. 景観、防災、排水、反射光等への配慮 5点
5 メニュー別評価
民有地・遊休地活用型 20点
1. 地域需要家との結び付きの強さ 8点
2. 地域説明・合意形成の十分性 6点
3. 遊休地等活用の公益性 6点
営農型 20点
1. 営農継続性・営農主体の明確性 8点
2. 作付け・収量・販売計画の妥当性 6点
3. 地域農業への寄与 6点
2　採択の目安として、60点未満は原則不採択、60点以上70点未満は条件付き採択又は再提出審査の対象、70点以上を採択候補とする。
3　同点の場合は、地域裨益性の得点が高い案件を優先する。さらに同点の場合は、町内需要家への供給割合、防災機能、地元事業者活用の順に優先する。
第13 失格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
1. 提出書類に虚偽又は重大な不備がある場合
2. 公募締め切り後の差替え、追加提出等が認められていない書類について不適切な修正があった場合
3. 要綱又は本公募要領に適合しない場合
4. 事前協議を経ていない場合
5. 許認可取得の見込みが合理的に認められない場合
6. 地域裨益の内容が著しく不明確な場合
7. 事業実施能力又は資金調達能力が不足すると認められる場合
8. 同一設備について国その他の補助金と重複受給となる場合
9. 反社会的勢力との関係が認められる場合
第14 採択後の留意事項
1. 採択は補助金交付を確約するものではなく、交付決定をもって補助対象事業として正式決定する。
2. 交付決定前に着手した経費は、原則として補助対象外とする。
3. 申請内容に変更が生じる場合は、要綱第13条に基づき変更承認が必要となる。
4. 実績報告は、要綱第15条に基づき、完了日から30日以内又は当該年度3月15日のいずれか早い日までに行うこと。
5. 補助事業者は法定耐用年数期間中、適正に財産管理を行う必要がある。
6. 補助事業者は毎年度、発電量及び運用状況を報告しなければならない。
7. 事業の中止、廃止、要件未達等の場合には、補助金返還を求めることがある。要綱第18条に加え、国交付金でも未達・中止時に返還リスクが示されている。
第15 質問受付及び回答
1. 質問は所定の質問票により、電子メールで受け付ける。
2. 電話、口頭、来庁による個別質問には原則として応じない。
3. 回答は、公平性確保のため、質問者名を伏せて一括公表する。
4. 質問内容が申請内容に大きく影響する場合は、公募期間を延長することがある。
第16 その他
1. 本公募要領に定めのない事項は、要綱及び関係法令、国実施要領その他町長が別に定めるところによる。
2. 国交付金制度の改正又は地方環境事務所との協議結果により、本公募要領の内容を変更する場合がある。
3. 本事業は重点対策加速化事業の一部であり、町全体の事業計画の進捗管理、事後評価、公表等に必要な情報提供を求めることがある。

